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前橋市長 山 本   龍 様 

 

 

前橋市水道事業及び公共下水道事業運営審議会 

会 長  平 川 隆 一 

 

水道料金の改定について（答申） 

 

 令和２年１０月２日付け諮問第４号で諮問のありました水道料金の改定

について、当審議会の意見をまとめましたので下記のとおり答申いたしま

す。 

なお、留意されるべき事項を附帯意見として申し添えます。 

                    

記 

 

１ 料金改定 

 本市水道事業は、平成１１年に料金改定を実施し、これまで職員の削減や

企業債残高の削減などの経費削減等により現行料金を維持してきた。しかし、

給水人口の減少等により水道料金収入が減少する一方、老朽化が進む管路や

施設を計画的に更新する必要があり、将来にわたって安定した経営を継続す

るためには、水道料金の値上げが必要である。 

 

２ 料金改定率 

財政計画期間（令和４年度から令和７年度）の水道事業の収支見通しを勘

案し、また、財政計画期間の期末（令和７年度末）の翌年度繰越財源が災害

時等を想定し維持管理経費３カ月分を確保できるよう、料金改定率は平均２

３％程度とすることが望ましい。ただし、社会情勢や財政状況を考慮し、状

況に応じて、可能な限り改定率を低く抑えること。 

 

３ 料金体系 

（１）体系の見直し 

前回料金改定をおこなった平成１１年から２０年以上が経過しており、

水道水の使用状況は、少量使用者が増加し、大口使用者の使用水量が減
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少するなど、大きく変化をしている。負担の公平性や安定した経営を考

えると、現在の料金体系は見直しが必要である。 

また、今後、水需要の減少が予想される状況において、安定した基本

料金収入の確保が必要なため、基本料金収入の割合を現行より増加させ

ることが適当である。 

 （２）基本料金 

基本料金については、各口径の維持管理費や水道水の使用水量に応じ

て、適正な口径別単価を設定することが適当である。ただし、過度な負

担増加に考慮して設定すること。 

（３）従量料金 

従量料金については、動力料など水道水に均一にかかる費用を賄うた

め、水使用量にかかわらず均一の単価であることが公平性の観点から望

ましいため、逓増度(従量料金単価の差)を現行より低く抑えることが適

当である。ただし、各使用者の負担に考慮し設定すること。 

（４）基本水量 

   基本水量については、水道普及に伴い、公衆衛生上の観点から水需要

を促すという当初の役割を概ね終えており、また、現在はすべての口径

で月８㎥までを基本水量としているため、基本水量の範囲内では使用水

量により料金差が生じない体系であるため、使用水量分の水道料金の適

正な負担という公平性の観点においても基本水量を廃止することが適

当である。ただし、家庭用の少量使用者への負担を考慮し、当面、小口

径では存続すること。 

（５）逓減制 

逓減制（一定の使用水量を超えると従量料金の単価が安くなる制度）

については、大口使用者に配慮し、水道水から地下水利用への転換を抑

制する観点から継続することが適当である。ただし、使用者の実態に応

じた水量区分の見直しを実施すること。 

 

４ 料金改定日 

現状の料金体系では令和４年度末に赤字となる試算のため、料金改定

は令和４年４月１日が適当である。 

 

５ 附帯意見  

（１）基本水量については、今後も廃止の検討を継続すること。 

（２）水道料金については、財政計画期間（４年）ごとに経営状況等を勘

削除せず 
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案して見直しを実施すること。 

（３）これまでの経営努力は評価できるが、新たな収入確保策や支出削減、

企業債借入額の抑制など、引き続き経営合理化に努めること。 

（４）前回改定から２０年以上が経過していることもあり、水道水使用者

に改定の必要性や改定内容を十分に周知するよう努めること。 

（５）水道使用者に向けた積極的な情報発信や広報の充実などにより、水

道サービスの向上に努めること。 
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